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議案第６４号 

徳島市職員定数条例の一部を改正する条例を定めるについて 

徳島市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年６月１０日提出 

徳島市長  遠 藤 彰 良  

 

徳島市職員定数条例の一部を改正する条例 

 徳島市職員定数条例（昭和２７年徳島市条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条中「等の規定」を「，消防組織法（昭和２２年法律第２２６号），地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号），農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３

１年法律第１６２号）の規定」に改める。 

 第２条を次のように改める。 

 （定義） 

第２条 この条例において「職員」とは，本市の各機関に常時勤務する一般職

の職員（臨時の職に臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。）をい

う。 

 第３条に次の１項を加える。 

２ 併任又は兼任を命ぜられた職員については，当該併任又は兼任した職に関

し，前項各号に定める定数に含まないものとする。 

 第４条を次のように改める。 

 （定数外の職員） 

第４条 次に掲げる職員は，前条の定数外とする。ただし，第１号から第３号

までに掲げる職員については，当該職員の業務を処理するため，地方公務員
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法第１７条第１項の規定による採用，地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第１１０号）第６条第１項の規定による任用又は徳島市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２６年徳島市条例第１号）第３

条第１項の規定による採用（同項第１号の業務に係るものに限る。）をされ

た職員が置かれている場合に限る。 

 ⑴ 地方公務員法第２８条第２項の規定により休職にされている職員 

 ⑵ 地方公務員法第５５条の２第５項の規定により休職者とされた職員 

 ⑶ 地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の規定による育児休 

業（産前産後休業を含む。）をしている職員 

 ⑷ 地方自治法第２５２条の１７第１項の規定に基づき他の地方公共団体に 

派遣されている職員（当該地方公共団体から同項の規定に基づき派遣され

た職員の受入をしている場合であって，当該受入をした職員の数を超えな

いものに限る。） 

 ⑸ 消防局又は消防署の職員であって採用から１年を経過しない職員（消防 

組織法第５１条第１項の消防学校において行われる初任教育訓練に派遣さ

れる職員に限る。） 

２ 前項第１号から第３号までに掲げる職員が復職又は復帰（以下この項にお

いて「復職等」という。）をした場合において，当該復職等により職員の数

が前条の定数を超えることとなるときは，当該復職等から１年を超えない期

間に限り，当該復職等をした職員を同条の定数外とすることができる。 

 第５条中「第３条各号に掲げる職員の」を「第３条第１項各号に定める」に

改める。 

附 則 

 この条例は，令和８年４月１日から施行する。 
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議案第６５号 

徳島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を定めるについて 

徳島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年６月１０日提出 

徳島市長  遠 藤 彰 良  

 

徳島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

徳島市市税賦課徴収条例（昭和２５年徳島市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１０条を次のように改める。 

（公示送達） 

第１０条 法第２０条の２の規定による公示送達は，公示事項（同条第２項に

規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則

（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）第１条の８第

１項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置

く措置をとるとともに，公示事項が記載された書面を徳島市役所の掲示場に

掲示し，又は公示事項を徳島市役所に設置した電子計算機の映像面に表示し

たものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてする。 

第１０条の３中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「

施行規則」という。）」を「施行規則」に改める。 

第２９条の３中「又は扶養控除額」を「，扶養控除額又は特定親族特別控除

額」に改める。 

第３２条の２第１項第１号中「若しくは法」を「，法」に改め，「扶養控除

額」の右に「若しくは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第１２号に

規定する特定親族をいう。第３２条の３の２第１項第３号及び第３２条の３の
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３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５万円以下であるものに

限る。）に係るものを除く。）」を加える。 

第３２条の３の２第１項第３号中「扶養親族」の右に「又は特定親族」を加

える。 

第３２条の３の３第１項中「者に限る。）」の右に「若しくは特定親族（退

職手当等に係る所得を有する者であつて，合計所得金額が８５万円以下である

ものに限る。）」を加え，同項第３号中「扶養親族」の右に「又は特定親族」

を加える。 

第７３条第５項第１号中「き損」を「毀損」に，「ま滅」を「摩滅」に改め，

同条第７項中「き損若しくは亡失し」を「毀損し，若しくは亡失し，」に改め，

同条第８項中「第７０条第３項の申告書の提出又は」を削る。 

第７４条第１項ただし書中「但し」を「ただし」に改め，同条第３項中「き

損」を「毀損」に改め，同条第４項中「その見易いところにこれを附着しなけ

れば」を「車体の見やすい箇所に取り付けなければ」に改める。 

附則第１５条の２の次に次の１条を加える。 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第１５条の３ 令和８年４月１日以後に第７５条の２第１項の売渡し又は同条

第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。）が行

われた加熱式たばこ（第７６条の２の規定により製造たばことみなされるも

のを含む。以下この条において同じ。）に係る第７７条第１項の製造たばこ

の本数は，同条第３項の規定にかかわらず，当分の間，次の各号に掲げる区

分に応じ，当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこの本数によるも

のとする。 

⑴ 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。）を

原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻い
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た加熱式たばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行規

則附則第８条の４の２に規定するところにより直接加熱することによつて

喫煙の用に供されるものに限る。）  当該加熱式たばこの重量（フィルタ

ーその他の施行規則附則第８条の４の３に規定するものに係る部分の重量

を除く。以下この項から第３項までにおいて同じ。）の０．３５グラムを

もつて紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし，当該加熱式たばこの１

本当たりの重量が０．３５グラム未満である場合にあつては，当該加熱式

たばこの１本をもつて紙巻たばこの１本に換算する方法 

⑵ 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の０．

２グラムをもつて紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし，当該加熱式

たばこの品目ごとの１個当たりの重量が４グラム未満である場合にあつて

は，当該加熱式たばこの品目ごとの１個をもつて紙巻たばこの２０本に換

算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用を

受けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの

重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は，売渡し等が行われ

た加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ご

との数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し，その合計

重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し , 同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に

０．１グラム未満の端数がある場合には，その端数を切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第７６条の２の規定により製造たば

ことみなされるものに限る。）のうち，次に掲げるものについては，同号た

だし書の規定は，適用しない。 

⑴ 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの 
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⑵ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第７６条の２の規定により製造た

ばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱式たば

こ（同条の規定により製造たばことみなされるものに限る。）であつて当

該加熱式たばこのみの品目のもの 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は，令和８年１月１日から施行する。ただし，次の各号に掲

げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第７３条の改正規定及び附則第１５条の２の次に１条を加える改正規定

並びに附則第４条の規定 令和８年４月１日 

⑵ 第１０条及び第１０条の３の改正規定並びに次条の規定 地方税法等の

一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる

規定の施行の日 

 （公示送達に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例（以下「改正後の条

例」という。）第１０条の規定は，前条第２号に掲げる規定の施行の日以後

にする公示送達について適用し，同日前にした公示送達については，なお従

前の例による。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 改正後の条例第２９条の３及び第３２条の２第１項第１号の規定は，

令和８年度以後の年度分の個人の市民税について適用し，令和７年度分まで

の個人の市民税については，なお従前の例による。 

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る改正後の条例第３

２条の２第１項の規定の適用については，同項第１号中「特定親族特別控除

額（特定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３２条の
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３の２第１項第３号及び第３２条の３の３第１項において同じ。）（前年の

合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」

とあるのは，「特定親族特別控除額」とする。 

３ 改正後の条例第３２条の３の２第１項の規定は，この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に支払を受けるべき改正後の条例第３２条の２

第１項第１号に規定する給与について提出する改正後の条例第３２条の３の

２第１項及び第４項の規定による申告書について適用し，施行日前に支払を

受けるべきこの条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例（以下「改正前

の条例」という。）第３２条の２第１項第１号に規定する給与について提出

した改正前の条例第３２条の３の２第１項の規定による申告書については，

なお従前の例による。 

４ 改正後の条例第３２条の３の３第１項の規定は，施行日以後に支払を受け

るべき所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定す

る公的年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下

この項において「公的年金等」という。）について提出する改正後の条例第

３２条の３の３第１項の規定による申告書について適用し，施行日前に支払

を受けるべき公的年金等について提出した改正前の条例第３２条の３の３第

１項の規定による申告書については，なお従前の例による。 

 （たばこ税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き，附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日

前に課した，又は課すべきであった加熱式たばこ（改正後の条例附則第１５

条の３第１項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る

たばこ税については，なお従前の例による。 

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に，徳島市市税賦課徴収条

例第７５条の２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行
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われた加熱式たばこに係る同条例第７７条第１項の製造たばこの本数は，同

条第３項及び改正後の条例附則第１５条の３の規定にかかわらず，次に掲げ

る製造たばこの本数の合計数によるものとする。 

 ⑴ 徳島市市税賦課徴収条例第７７条第３項の規定により換算した紙巻たば

この本数に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

 ⑵ 改正後の条例附則第１５条の３の規定により換算した紙巻たばこの本数

に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には，そ

の端数を切り捨てるものとする。 
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議案第６６号 

徳島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を定めるについて 

徳島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

令和７年６月１０日提出 

徳島市長  遠 藤 彰 良 

 

徳島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

徳島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年徳島市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

徳島市家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例 

本則中「基準は，家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６

年厚生労働省令第６１号）で」を「設備及び運営に関する基準は，次の各号に

掲げる事業の区分に応じ，当該各号に」に改め，本則に次の各号を加える。 

⑴ 家庭的保育事業等 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平

成２６年厚生労働省令第６１号）に定める基準 

⑵ 乳児等通園支援事業 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

（令和７年内閣府令第１号）に定める基準 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第６７号 

徳島市学校医，学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例の一

部を改正する条例を定めるについて 

徳島市学校医，学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

令和７年６月１０日提出 

徳島市長  遠 藤 彰 良  

 

徳島市学校医，学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例の一部を改

正する条例 

 徳島市学校医，学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例（昭和３７年徳

島市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項中「及び第３号から第６号までのいずれか」を削り，「２１７

円」を「４３４円」に，「第２号」を「第２号から第５号までのいずれか」に，

「３３４円」を「２１７円」に改め，同項第１号を削り，同項第２号を同項第

１号とし，同項第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げ，同条第４項中「（

以下この項において「特定期間」という。）」を削り，「特定期間に」を「当

該期間に」に改める。 

 第８条の２第２項第２号中「８万１，２９０円」を「８万５，４９０円」に

改め，同項第４号中「４万６００円」を「４万２，７００円」に改める。 

 別表中「６，６１８円」を「７，２８５円」に，「８，２８３円」を「８，

８５０円」に，「９，７９５円」を「１０，７６８円」に，「１０，９２３円」

を「１１，９６３円」に，「１１，７１８円」を「１２，６２５円」に，「１

２，４３８円」を「１３，０９８円」に，「５，５６８円」を「６，１１０円」

に，「６，４７０円」を「７，０４５円」に，「７，０３８円」を「７，５０
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５円」に，「８，０９３円」を「８，６２３円」に，「８，９５０円」を「９，

２７０円」に，「９，３９８円」を「９，６２０円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（補償基礎額の改定等に伴う経過措置） 

２ この条例による改正後の徳島市学校医，学校歯科医及び学校薬剤師公務災

害補償条例（以下「改正後の条例」という。）第３条第３項及び別表の規定

は，令和７年４月１日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同

日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金，障害補償年金及び遺族補償年

金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し，

その他の公務災害補償の補償基礎額については，なお従前の例による。 

３ 前項の規定により令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの期間に

支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに令和７年４月１日前に支給すべ

き事由が生じた傷病補償年金，障害補償年金及び遺族補償年金で当該期間に

ついて支給すべきものの補償基礎額について改正後の条例第３条第３項の規

定を適用する場合においては，同項中「該当する者」とあるのは「該当する

者又は配偶者（婚姻の届出をしないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下この項において同じ。）」と，「４３４円」とあるのは「３

８４円」と，「いずれかに該当する扶養親族については１人につき２１７円

を」とあるのは「いずれかに該当する扶養親族については１人につき２１７

円を，配偶者である扶養親族については１００円を」（令和７年４月１日か

らこの条例の施行の日の前日までの期間に係る場合にあっては，「いずれか

に該当する扶養親族及び配偶者である扶養親族については１人につき２１７

円を」）と読み替えるものとする。 
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４ 第２項の規定にかかわらず，令和６年４月１日から令和７年３月３１日ま

での間に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに令和６年４月１日前に

支給すべき事由が生じた傷病補償年金，障害補償年金及び遺族補償年金で当

該期間について支給すべきものの補償基礎額については，改正後の条例別表

中次の表の左欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替

えて，改正後の条例別表の規定を適用する。 

１０，７６８円 １０，２６３円 
１１，９６３円 １１，２４８円 
１２，６２５円 １１，９１８円 
１３，０９８円 １２，５９０円 

７，０４５円 ６，９６５円 
７，５０５円 ７，３８５円 
８，６２３円 ８，３２０円 
９，２７０円 ９，０６３円 
９，６２０円 ９，５０８円 

 （介護補償の額の改定に伴う経過措置） 

５ 改正後の条例第８条の２第２項の規定は，令和７年４月１日以後に支給す

べき事由が生じた介護補償について適用し，同日前に支給すべき事由が生じ

た介護補償については，なお従前の例による。 
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